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■
鳥
獣
被
害
対
策
に
対
す
る
質
問

・
サ
ル
や
シ
カ
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
が

ひ
ど
い

・
ミ
カ
ン
生
産
の
意
欲
も
な
く
な
る
。
具
体

的
な
補
助
や
対
策
は
な
い
か

○
全
国
的
な
問
題
で
も
あ
り
、
猟
友
会
に
も

協
力
し
て
も
ら
っ
て
、
最
近
は
何
匹
か
サ

ル
を
撃
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
地
区
で
一

体
と
な
っ
て
駆
除
し
よ
う
と
し
て
い
る

地
域
は
一
定
の
効
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

国
や
県
、
地
域
と
一
体
に
な
っ
て
今
後
も

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

＊
20
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
国
の
総
合
対

策
事
業
の
一
環
と
し
て
、
３
月
に
鳥
獣
害

防
止
対
策
協
議
会
が
組
織
さ
れ
、
官
民
一

体
と
な
っ
て
被
害
の
軽
減
策
を
図
る
取

組
み
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。

■
各
種
の
質
問
要
望
に
つ
い
て

・
固
定
資
産
税
が
全
く
下
が
ら
な
い
と
い

う
話
を
聞
い
た
が
ど
う
な
の
か
。

・
地
区
で
は
税
金
等
を
口
座
振
替
に
し
て

い
る
が
簡
易
水
道
が
で
き
な
い
の
で
お

願
い
し
た
い
。

・
ゴ
ミ
袋
が
高
い
。
一
人
暮
ら
し
が
多
く
、

小
さ
い
タ
イ
プ
の
ゴ
ミ
袋
が
欲
し
い
。
他

市
に
は
あ
る
。

・
四
浦
地
区
の
釣
り
客
の
マ
ナ
ー
が
悪
す

ぎ
る
。(

違
法
駐
車
、
ト
イ
レ
等)

・
海
が

汚
れ
て
魚
も
減
っ
て
き
て
い
る
。

・
災
害
等
の
緊
急
避
難
経
路
や
連
絡
体
制

に
つ
い
て

　

な
ど
、
様
々
な
質
問
や
要
望
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
懇
談
会
の
な
か
で
お
答
え
で
き
な

か
っ
た
質
問
は
、
後
日
区
長
さ
ん
を
通
じ
て

回
答
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

皆
様
の
貴
重
な
ご
意
見
や
質
問
を
今
後

の
市
政
運
営
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
﹁
活

力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
﹂
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　津久見市では、平成１２年７月１日から情報公開制度がスタートしました。この制度は、津久見市情報公開
条例に基づき、市民の皆様からの請求により市が持っている情報を公開する制度で、皆さんの「知る権利」
を保障するとともに、市政に対する理解と信頼を深めていただき、公正で開かれた市政運営を実現すること
を目的としています。そこで、過去１年間の運用状況についてお知らせします。

●実施機関別の運用状況について（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

【主な公開請求内容】

○住居表示実施地区

○市長交際費について

○消防団員の年度別出動回数

※上記のうち不服申立てはありませんでした。なお、上記のほかに任意開示（平成１１年３月３１日以前の
情報の開示）の申し出はありませんでした。また、個人情報保護条例に関する請求は１件ありました。

●問い合わせ先／総務課　行政・財務班　☎８２－４１１１　内線２４２・２４７

情報公開の状況について

実 施 機 関

市長の事務部局

そ の 他 の 部 局

合 計

請求件数

２０

０２

２２

取下げ件数

０

０

０

公 開

２０ 

０２ 

２２

決 定 内 容

部分公開

０ 

０ 

０

非 公 開

０

０

０

２
月
８
日 

四
浦
地
域
懇
談
会

︵
落
ノ
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集
会
所
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